
5．意思決定に向けた支援プロセス②
「意思決定支援」ガイドラインに基づく支援プロセス
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「意思決定支援会議の実践」

グループワーク⑤
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１ 動画視聴（約1２分）
・視聴後のディスカッションを意識して視聴する

2 グループ内でディスカッション（15分）
① 会議のルール設定の理由と効果
② アドボケイトによる意思決定支援とアドボケイト不在時の対応
③ 意思決定支援上の工夫と効果
④ 意思決定支援を継続する理由

グループワーク⑤の進め方
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意思決定支援会議の実践 （約１２分）

映像で学ぶ～高次脳機能障害・失語症のある青木さんのストーリー～
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シーン３ ディスカッション 意思決定支援会議の実践

① 会議の冒頭で「ルール」の設定が行われた理由とその効果
について考えてみましょう。

② 後藤さん（本人の隣に座っていた元ヘルパー）は青木さん
の会議への実質的な参加を促すために、どのような意思決定
支援をしていましたか？
仮に後藤さんのような存在が周囲にいなかった場合は、どのよ
うに本人のアドボケイト役を確保しますか？

③ その他の参加者は、どのような意思決定支援上の工夫をし
ていましたか？その効果は？

④ 青木さんが自宅に戻った後も意思決定支援を続けることに
なったのはなぜでしょうか？
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障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインP11

①支援付き意思決定場面
②本人意思の推定・最善の解釈場面
③(主観的)最善の利益場面
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基本姿勢 ＝ 傾聴（Active Listening）
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意思決定支援の限界 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインP３参照

※「重大な影響」といえるかどうかは、

等の観点から慎重に検討される必要がある。

・本人が他に取り得る選択肢と比較して明らかに本人にとって不利益な選択肢といえるか

・一旦発生してしまえば、回復困難なほど重大な影響を生ずるといえるか

・その発生の（高い）可能性・・・（高度の）蓋然性があるか ※蓋然性・・・「おそらくそうなるだろう」

プロセスを踏めばあらゆる本人の意思決定（及び意思決定支援）が許容される、という

わけではありません。

例）自宅での生活を続けることで本人が基本的な日常生活すら維持できない場合
本人が現在有する財産の処分の結果、基本的な日常生活すら維持できないような場合

本人の示した意思は、それが他者を害する場合や、本人にとって

見過ごすことのできない重大な影響（※）が生ずる場合でない限

り、尊重される。
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